
 

耐震改修を 
考えてみま 
せんか？ 

○ 耐震診断の結果、評点が 1.0 未満の住宅は、大地震で倒壊する可能性があります。 

○ 平成 23 年東北地方太平洋沖地震では、内陸部だけで１，１００戸以上が半壊以上の被害

を受けています。 

○ 県では、大規模な地震から県民の皆さんを守るため、昭和 56 年５月 31 日以前に建築され

た木造住宅を対象として、市町村と連携した耐震改修に対する助成制度を創設しました。 

○ 市町村にお申込みいただければ、最大 100 万円の補助を受けることができます。 

 

まずは、お住まいの市町村にご連絡下さい。 

―岩手県・岩手県耐震改修促進協議会― 

耐 震 改 修 のすすめ 

自分の命を 
 守るのは 
  自分自身。 

H19.7 新潟県中越沖地震被害住宅 

※市町村によって補助額が異なります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは、お住まいの市町村にご相談下さい。 
 盛 岡 市 ／ 建 築 指 導 課 

宮 古 市 ／ 建 築 住 宅 課 

大船渡市／住宅管理課 

花 巻 市 ／ 建 築 住 宅 課 

北 上 市 ／ 都 市 計 画 課 

久 慈 市 ／ 建 設 企 画 課 

遠野市／まちづくり推進課 

一 関 市 ／ 都 市 整 備 課 

陸 前 高 田 市 ／ 建 設 課 

釜 石 市 ／ 都 市 計 画 課 

二 戸 市 ／ 都 市 計 画 課 

八 幡 平 市 ／ 建 設 課 

奥 州 市 ／ 都 市 計 画 課 

滝 沢 市 ／ 都 市 政 策 課 

雫 石 町 ／ 地 域 整 備 課 

葛 巻 町 ／ 建 設 水 道 課 

岩 手 町 ／ 建 設 課 

019‐601‐3387 

0193‐62‐2111 

0192‐27‐3111 

0198‐24‐2111 

0197‐72‐8277 

0194‐52‐2120 

0198‐62‐2111 

0191‐21‐2111 

0192‐54‐2111 

0193‐22‐2111 

0195‐23‐0183 

0195‐74‐2111 

0197‐34‐1663 

019‐656‐6542 

019‐692‐6579 

0195‐66‐2111 

0195‐62‐2111 

紫波町／都市計画課 

矢巾町／道路住宅課 

西和賀町／建設水産課 

金ヶ崎町／都市建設課 

平泉町／建設水道課 

住 田 町 ／ 建 設 課 

大槌町／地域整備課 

山田町／都市計画課 

岩泉町／地域整備課 

田野畑村／地域整備課 

普代村／建設水産課 

軽米町／地域整備課 

野田村／住民生活課 

九戸村／I J U 戦略課 

洋 野 町 ／ 建 設 課 

一戸町／地域整備課 

 

019‐672‐2111 

019‐611‐2635 

0197‐82‐3288 

0197‐42‐2111 

0191‐46‐5569 

0192‐46‐2115 

0193‐42‐8722 

0193‐82‐3111 

0194‐22‐2111 

0194‐34‐2113 

0194‐35‐2116 

0195‐46‐2111 

0194‐78‐2111 

0195‐42‐2111 

0194‐77‐2114 

0195‐33‐2111 

 

※市町村によっては事業実施していない場合もありますのでご注意下さい。 

または、岩手県県土整備部建築住宅課まで    〒020－8570 岩手県盛岡市内丸 10－1 

                   TEL 019－629－5935 FAX019－651－4160 
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耐震改修の補助金を受けるまで 

Q１：耐震改修って何？ 

耐震改修とは、耐震診断を行って明らかとな

った住まいの弱点を補強することです。 

具体的には、壁の量を増やしたり、基礎の補

強を行うなどの工事となります。 

Q２：耐震改修の費用はどれくらい？ 

工事の内容によって様々ですが、100 万円～

200 万円の間の工事が多いようです。 

リフォーム工事とあわせて耐震改修を行うと

効果的です。 

Q３：耐震改修は住みながらでもできる？ 

はい、できます。 

耐震改修工事は、壁の補強が中心となります

ので、住みながら工事を行うことがほとんどで

す。 

Q４：補助のほかにメリットはある？ 

はい、あります。固定資産税や所得税の控除

や、地震保険の保険料の割引を受けられます。 

また、バリアフリーや省エネ改修をあわせて

行えば、住宅ローン減税なども受けられます。 

耐震改修Ｑ＆Ａ 

※詳細な手続きは、各市町村にお問い合わせ下さい。 
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